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和歌山市告示第１９３号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和７年５月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称  令和７年度 市民税県民税森林環境税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和７年５月１６日掲示済）
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和歌山市告示第１９４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和７年５月１６日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和７年５月１６日掲示済）  
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和歌山市告示第１９５号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年５月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年５月７日及び同月１０日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年５月１２日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和７年５月１３日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和７年５月２０日掲示済）  
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和歌山市告示第１９６号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年５月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和７年５月１日、同月７日、同月８日、同月９

日、同月１２日、同月１３日及び同月１４日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和７年５月２０日掲示済） 
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和歌山市告示第１９７号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年５月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年５月２１日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年２月１日及び同月７日 令和７年２月１８日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和７年２月３日 令和７年２月１８日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和７年２月４日及び同月１０日 令和７年２月１８日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場及び小倉小学校 

令和７年２月３日、同月５日、同

月１０日、同月１２日及び同月１

４日 

令和７年２月１８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００

（令和７年５月２０日掲示済）  
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和歌山市告示第１９８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和７年５月２１日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和７年５月２１日掲示済） 
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和歌山市告示第１９９号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和７年５月２２日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

年度 期別 種別 備考 

令和６年度 

 

第１０期 介護保険料 督促状の指定納付期限を令和７年６月２日に変更

する。 

 （別紙省略） 

（令和７年５月２２日掲示済） 
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和歌山市告示第２００号 

納税通知書を別紙の者に送付したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達できないの

で、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和７年５月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 送達書類の名称  令和７年度軽自動車税（種別割）納税通知書（口座振替） 

２ 交付期限     公示日より７日を経過した日から５年 

３ 交付場所     和歌山市財政局税務部市民税課 

 （別紙省略） 

（令和７年５月２６日掲示済）  
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和歌山市告示第２０１号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和７年５月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和７年６月１２日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年５月２６日掲示済）
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和歌山市告示第２０２号 

 

次のとおり街区を変更するので、住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第４

条及び和歌山市住居表示条例（昭和４３年３月２６日条例第１号）第２条の規定により告示す

る。 

 

令和７年５月２６日 

               和歌山市長 尾 花 正 啓 

 

１ 街区を変更する区域  

吹上三丁目３番街区、４番街区 

 

２ 街区を変更する理由 

 開発行為により宅地が造成され、合理的な住居番号を付番できないため。  

 

３ 実施年月日 

  令和７年６月２日 

 

４ 変更の内容 

  別添図面のとおり

（令和７年５月２６日掲示済）  
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和歌山市告示第２０３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和７年５月２７日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和７年５月２７日掲示済） 
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和歌山市告示第２０４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和７年５月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和６年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

 

（別紙省略） 

（令和７年５月２９日掲示済）  
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－15－ 

和歌山市告示第２０５号  

 市県民税森林環境税（普通徴収）督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税

（種別割）督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達でき

ないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。  

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。  

  令和７年５月３０日  

和歌山市長   尾  花  正  啓     

（別紙省略）

（令和７年５月３０日掲示済） 



           和歌山市公報（第１８００号）  令和７年（２０２５年）６月２日 

 

－16－ 

和歌山市告示第２０６号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和７年５月３０日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和６年度 

 

 

随時１２期 

第１期から 

第１０期まで 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和７年６月９日に変更する。 

 （別紙省略）

（令和７年５月３０日掲示済） 
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－17－ 

和歌山市告示第２０７号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送

達ができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条におい

て準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示

する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申

出により交付する。 

  令和７年５月３０日 

                                             和歌山市長 尾 花 正 啓 

                         

 

 

    年 度 

 

 

      種    別 

 

 

        備      考 

 

令和５年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和７年６月２３日に変

更する 

令和６年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和７年６月２３日に変

更する 

令和６年度 国民健康保険料更生通知書 納期は、令和７年６月２３日に変

更する 

（別紙省略）

 （令和７年５月３０日掲示済） 
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和歌山市告示第２０８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）第８０条の２並びに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１４条に基づき、

和歌山市国民健康保険料及び和歌山市後期高齢者医療保険料の収納事務を次のとおり委託したので、地方自治法

第２４３条の２第２項の規定により告示する。 

令和７年５月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 委託期間  令和７年６月１日から令和１０年３月３１日 

２ 委 託 先  東京都豊島区東池袋四丁目５番２号 

        株式会社 アイヴィジット 

        代表取締役 砂長 淳洋 

（令和７年５月３０日掲示済） 
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和歌山市告示第２０９号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事

業者の指定をしたので、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年６月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

１４７０ 

和歌山ＢＡＳ

Ｅ 

和歌山市新中島

１２７番地３９ 

児童発達支援・放

課後等デイサービ

ス 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

一般社団法人

てらす 

和歌山県和歌山市新中島１２７番

地３９ 

令和７年６月１日 令和１３年５月３

１日 

（令和７年６月２日掲示済） 
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－20－ 

                      

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告する。                 

令和７年５月２２日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和７年 ５月１５日 

和建指第２７７４号 

和歌山市直川字小山畑８８

７番１の一部、８８７番１

０の一部、８９１番８の一

部、 

 

 

 

（登載省略） ６．００ｍ × ２０．６４ｍ 

 

 

 

 ２０．６４ｍ 

（令和７年５月２２日掲示済） 
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公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和７年５月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市磯の浦字北出ノ庄６番１ 

  和歌山市磯の浦字北出ノ庄７番１ 

  和歌山市磯の浦字西出ノ庄１０８番１ 

  和歌山市磯の浦字外浜開４０２番 

  和歌山市磯の浦字外浜開４０３番１ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

 和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日までの間

）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の確認

を得ずに調査を行う。

（令和７年５月２９日掲示済）  



           和歌山市公報（第１８００号）  令和７年（２０２５年）６月２日 

 

－22－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第２７号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年５月２３日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和７年６月１日（日）午前７時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて 

（２） 和歌山県知事選挙における開票立会人の選任について 

（３） 和歌山県知事選挙における投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任の一部改正について 

 

                            （令和７年５月２３日掲示済） 
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和歌山市選挙管理委員会告示第２８号 

和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年５月２３日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

 

 

１ 日 時 令和７年６月２日（月）午前１０時００分 

２ 場 所 和歌山市西汀丁３６番地 

      和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案 件 

（１） 選挙人名簿に登録するについて 

（２） 直接請求に必要な選挙人の数について 

（３） 選挙人名簿から抹消するについて 

（４） 在外選挙人名簿に登録するについて 

（５） 在外選挙人名簿から抹消するについて 

（令和７年５月２３日掲示済）  
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和歌山市選挙管理委員会告示第２９号 

令和７年６月１日執行の和歌山県知事選挙における投票所の投票管理者及びその職務代理者の一部を、

次のように改正する。 

令和７年５月３０日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

（別紙省略） 

 

（令和７年５月３０日掲示済）  
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和歌山市選挙管理委員会告示第３０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和７年６月２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

 

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

                                         ５，９７４人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

                                        ９９，５６２人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 

                                        ４９，７８１人 

（令和７年６月２日掲示済） 
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和歌山市監査委員告示第２号 

 包括外部監査の事務を補助する者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

３２第１項の規定による包括外部監査人との協議が調ったので、同条第２項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和７年５月２９日 

                   和歌山市監査委員  森 田 昌 伸    

                     同  上    柳 野 純 夫    

                     同  上    古 川 祐 典    

                     同  上    中 谷 謙 二    

 

 

１ 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

  寺川徹也 大阪府大阪市天王寺区玉造本町１２番８号３０２号 

  折元 裕 大阪府大阪市城東区古市３丁目１５番２３号 

       ナカノハイツパート７ ６０１号室 

  高橋知司 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１１番３４－１２０４号 

  戎居彩佳 大阪府吹田市垂水町３丁目２３番４－４０２号 

 

２ 包括外部監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間 

  令和７年５月２９日から令和８年３月３１日まで 

（令和７年５月２９日掲示済）  
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和歌山市教育委員会告示第８号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和７年６月２日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和７年６月５日（木） 午後６時００分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱について 

（２）和歌山市民図書館運営審議会委員の任命について 

（３）令和７年６月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 

（４）雑賀崎幼・小一貫教育における就学について 

（５）その他 

（令和７年６月２日掲示済） 
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和歌山市企業局告示第１９号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７条第

１号の規定により告示する。 

令和７年５月１６日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府貝塚市澤２７６番地の

１ 

生和設備工業株式会社 

代表取締役 生長 照之 

生和設備工業

株式会社 

大阪府貝塚市澤２７

６番地の１ 

令和７年４月１日 第６６０

号 

（令和７年５月１６日掲示済）  
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和歌山市企業局告示第２０号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工事事業

者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第２号の規定により告示する。                                    

令和７年５月１６日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市六十谷１２３８番地

の１８ 

有限会社東和水道工業所 

代表取締役 中村 員章 

有限会社東和

水道工業所 

和歌山市六十谷１２

３８番地の１８ 

 

平成１０年４月６

日 

第８８号 

（令和７年５月１６日掲示済）  
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－30－ 

和歌山市企業局告示第２１号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により営業所所在地の変更の届

出があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和７年５月２１日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

 

指 定 番 号 第５３２号 

変 更 年 月 日  令和７年５月９日 

 

 変 更 前 変 更 後 

指 定 工 事 店 名  紀南電設株式会社 和歌山営業所 

営 業 所 所 在 地  

和歌山市太田二丁目８番地５ 

イースト・アベニュー和歌山 

４０５ 

和歌山市中島５５１番地１ 

代 表 者 氏 名  東濵 貴史 

（令和７年５月２１日掲示済） 

 


